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特集1 自由と秩序一主体 としての個人の行方一

リ ス ク 社 会 と し て の 再 帰 的 近 代 を め ぐ っ て

近代化論における個人主義的アプローチとシステム理論的アプローチ

菅野 博史

1.は じめに

 われわれの生 きている近代社会 は、 リス クに満 ち溢れてい る。それが交通事故 に巻 き込 まれ

た り、 ガンに罹 って命 を落 とす といった個人的な ものであれ、国家 に よる核兵器の使 用や地球

規模の環境汚染 か ら生 じる異常気象の ように、大量 の犠牲者 を生み出す可能性 を孕 む ものであ

れ 、「未来 に何 らかの不利益 を被 る可能性」 と しての リスクは、現在 にお いて 、過去 とは比べ

ものにならないほ ど高い水準 にあるといえる。

 もちろん、近代社会のみが リスクにさらされて きたわけではない。 これ までに も飢謹や疫病、

戦争や内乱な どの リスクに人類 はつね に直面 して きた。 しか し、それは多 くの人々に とって 自

らの力では如何 ともしがたい災厄 としてその身に降 りかか って きたのであ り、科学技術や専門

知識 によって克服可能な近代型 の リス クとは性 質の異 なった ものであ った1}。 その一方で、環

境問題 において典型的 なように、科学技術 や専 門知識の発達その ものが新たな リス クを産み出

し、それに対処す るため に新 しい科学技術 や専 門知識 を生み出す というイタチ ごっ こが、近代

に独特 なリスクのあ り方 を特色づけて もい るのである。

 この ように現在の社 会 と浅か らぬ関係 にある リスクとい う概念 を、近代社 会論 の中心 に据 え

ることによって、何が見 えて くるのだろ うか。rリ ス ク社 会」(邦 訳 『危険社 会」)と い う社 会

運動 を含 めて多方面 に大 きな影響 を与えた書物 のなかで、 ドイツの社会学者 ウル リッヒ ・ベ ッ

クは、 さまざまな制御不可 能な リス クが登場す ることで、近代社会 は新たな段 階に突入 した と

声高 に宣言 した。 また、ベ ックの影響 を受けて、 イギリスの社会学者ア ンソニー ・ギデンズは、

専 門知識 に対 する信頼 と リス クを近 代社 会分析 の中心 概念 とす る 自らの高度近代社会(High

Modernity)論 を展 開する。 さらに、 ドイツの社 会学 者であ るニ クラス ・ルーマ ンは、社会 シ

ステム理論の立場か ら環境問題や リス クの概念 を組み込んだ独 自の社会理論を構築す る試み を、

前二者 とほぼ同 じ時期か ら目指 して きた。

 現代社会学において大 きな影響 力を持つ三人の理論家が、同 じように リスク概念に注 目す る

とともに、近代社 会 を程度の差 はあれ リスク社 会 と して把握 してい るとい うこ とは非常 に興味

深 い。 もちろん、 これに対 して単純 に追随 した り、近代化論の他の類型 によって性急な代替案

を主張す るこ と(例 えば、ポス トモ ダンの議論2))に はあ ま り意味が ない。そ うした主張をす

る前 に検討すべ きなのは、近代社 会を リス ク社 会 として把握す るとい うことの内実であ り、近
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代化論 としての理論構成の実際 だか らである。そこで、以下の論述では、 リスク社会論 を近代

化論 の一部 と して解釈す る とともに、議論 の内容 に従 って個 人主義的方 向(ベ ック、 ギデ ン

ズ)と 社 会システム理論的な方向(ル ーマ ン)と にそれを区別す ることに よって、古 くて新 し

い個人 と社会 の問題 に新 しい光を当て ると同時に、その対立の克服(あ るいは無意味化?)の

方途を探 ることを目指 したい。

2,個 人主義的アプローチ

 リスク社会 に関す る個人主義的 アプローチの根底 には、 「社会 の近代化 が進めば進むほ ど、

行為の担い手(主 体)は 、みずか らの存在の社 会的諸条件 に省察 を くわえ、こ うした省察 によ

ってその条件 を変 える能力 を獲得 して い くようにな るJ(Beck, Giddens&Lash 1994=1997:

318)と い う、主体 に よる社会変革 についての積極的な評価 が存在す る。 もちろん、 この こと

の裏面 として、 こうした個 人的省察の及ばない リス クの発生や主体的省察の もた らす意 図せ ざ

る不利益の生起 とい った現象 も、同時に考慮すべ き必要が生 じるこ とになる。 しか し、いずれ

にせ よ、社 会変 革 の前提 と して、 「個 人が ます ます構 造 か ら自由 に な りは じめた」(Beck,

Giddens&Lash lgg4=1997:322)と い うことまでは、明 らかな傾向だ と主張 されるのである。

(1)ベ ックによる再帰的近代化論

 ベ ックの基本的 な時代認識 は、富の分配における階級的不平等 とその解決が主た る問題 であ

った産業社会 か ら、 リスクの万人に対す る波及可能性 とその政治的解 決が重要 な問題になる リ

スク社会へ と、近代社会 はそれ 自体の うちで社 会変動 、す なわち再帰的近代化 を遂 げて きた と

い う点 にある。 ここで誤解 してはな らないのは、 この認識が産業社 会の終焉 といったことを含

意 してい るわけではな く、あ くまで もその解体的再編 を前提 に した上での主要 な問題の移行 を

示 してい るに過 ぎない ということである。そ して、 この社会変動 を構成する二段 階 として、単

純な近代化 と再帰的な近代化 という区別がなされるわけである。

 この ように近代化 の進展 か ら生 じる リス ク社会 では、「目に見 える現象であ って も、 目に見

えない リスクの影 にか くれて しまう」(Beck 1986=1998:67)傾 向があるために、 目に見 えな

い リス クを認識す る必要性が増大す る。そ して、その必要性 を満 たす ために使 用 されうのが科

学的知識 なのであ る。標語的 にいえば、「階級状況で は存在が意識 を決定 したの に、 リスク状

況では反対 に意識(知 識)が 存在 を決定 する」(Beck 1986=1998:81)と い うことになろう。

それゆ え、科学 の専 門研究者が さまざまな対象 に関 して、その安 全性 を評価す るとい うリスク

認知の作業が社会的 に も不可欠 な もの になるわ けであ る。 まさに、 「科学 は 『リスクを認定」

し、国民は 「リスクを知覚』する」(Beck 1986ニ1998:89)と い う一連の流れが社会的に成立

することになるのであ る。

 しか し、厳密な因果関係の解明に科学者がこだわることでリスク状況や被害状況がそのまま

放置された り(例 えば、水俣病)、 科学的根拠のはっきりしない許容値なるものが(場 合によ
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っては複数)設 定 され た り(ダ イオキ シン問題3))、 個 々の化学物 質を超 えた複合作用につい

て何 ら研究が行 われなか った りする(内 分泌系撹乱化学物質=環 境 ホルモ ン)現 実 を 目の当た

りにす る と、科学的知識 に対す る不信感が 人々の うちに醸成 されるこ とになる。 そ して 、「こ

のような状 況 を打破す るためには、近代化の もた らす問題 に対 して大衆 が敏感 にな り、批判的

にな らねば」 な らず 、「近代化 に伴 うリス クにつ いては、その研究 を外部 的な力、つ ま り大衆

に よ る 認 知 の 力 に よ っ て 科 学 者 に 対 し 『押 しつ け て 』 「厳 命 」 しな け れ ば 」(Beck

1986ニ1998:327)な らな くな る。つ まり、ベ ックの考 えでは、科学 の内部 か らではな く社会

の側か らの要請 を受 けて、科学 を批判する科学 としての対抗的科学が登場する必要があるとさ

れ るのである。

 さらにこう した大衆の動 きは、従来型の政治 システム、つ ま り国民国家の政治原理 に属す る

もので はな く、 「政治の カテゴ リー に も非政治の カテ ゴリー にも入れ られ ない、つ ま り何か第

三の形の政治」(Beck 1986=1998:381)に 類別 される、サ ブ政治 とい うものを形成 してゆ く。

つ ま り、新 しい形の 「政治的な ものが、公的権限や公の ヒエラルキーを超 えた ところに、突如

姿 を現わ し、噴出 してい くのである」(Beck, Giddens&Lash 1994=1997:38)。 このサブ政治

は、「新た な高速道路 や ゴ ミ焼 却場 、化学 や原 子力、バ イオテ クノロジー関連の工場や研究所

の建設」(Beck, Giddens&Lash 1994=1997:57)な ど、 リス クをもたらす可能性のある場合

には、現代社会 のあ らゆる領域 にお いて生 じうる。 そ して、「こ うした事態 が生 じる限 り、 ま

た生ず るや否や、社会 システムが人々か ら行為 能力 を奪 ってい く自己準拠性 を有 している とい

うイメージは、完全 に損 なわれ」て い き、 「システムそ の ものが可変性 に さらされ てい くよう

になる」(Beck, Giddens&Lash 1994=1997:92)と されるのである。

 つ ま り、ベ ックのい うサブ政治 という概念の中心 イメー ジは、政治家や官僚ではない一般の

人々の省察に由来す る リス ク認識が社会の至 る所 に生 じるとき、科学的知識に基づ く政治的な

対立 を通 して社会 を変革す る可能性が生 み出 される ことになるため、政治的 な主体 としての

個 々人に社会 システムを超えた重要性 が付与 される、 とい うものであ る。 もちろん、こう した

省察 を行 う主体 や政治的 な運動 を行 う主体 は、個人 に限 られるわけで はない(Beck, Giddens

&Lash 1994ニ1997:320)。 しか しなが ら、個 々人の意思決定 にそう した省 察や運動 を行 う集

合的主体 の活動が還元 され うる限 りで、行為主体 と して想定 された社会構造や社会 システム も

また、個 々人の意思 決定 の複合体 として理解 され ることになる。そ してここには、機能的に分

化 した社会 とい う社 会学的機 能主義に よる認識 を無化す る脱分化 の動 き(Beck 1986=1998:

453)を 、 リス ク社 会 とい う再帰的 な段 階に至 った近代社会全体 におけ る個人の析 出過程 と し

て読み とろうとする、個人主義的な方向性が如実に現れてい るのである。

(2)ギ デ ンズによる制度的再帰性 と高度近代社会 の理論

ベ ック と同 じよ うに、大 雑把 にい え ば産 業社 会 と して近代 社 会 を とらえ るギ デ ンズ は

(Giddens 1991:15)、 その根底 に三つの近代 に固有 なダイナ ミズム を見出す。 すなわち、社
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会 関係が時間的 ・空間的な制限 を払拭 して広範囲 に展開する条件であ る時間 と空間の分離、相

互行為 を場所に縛 られた局所性か ら解放す る機能 を有す る、象徴 的通標(例 えば、貨幣)と 専

門家システムの二つに よって構成 される脱埋め込み メカニズムの発達、 自らの社 会生活 の条件

についての知識 を社 会生活 その ものの構 成 と変革の ため に使用する知識の再帰的専有の、三つ

(Giddens 1990=1993:72-73)が それである4)。 また、 こう した条件 に加 えて 、近代以前 に

は確 固 として存在 していた絶対的 な真理や知識 が相対化 され ることを通 じて、科学 と技術 の生

み出す リスクや危険がその恩 恵 とともに認識 される ような社会的段 階に至 る と、経済的 リスク

や政治的 リスクの増加 とも相侯 って、未来の不確実性が増大す るリス ク社会が近代社会の延長

線上 に到来する と想定 され ることになる。そ して、 こうした近代社会の 自己展 開であ るリス ク

社 会 こそ が、 ギ デ ンズが 述べ る意味 で の高度 近代 社 会 であ る とされ るので あ る(Giddens

1990=1993:27-32)o

 ここではギデ ンズの近代化論の全体像 を取 り上げ ることが 目的で はないため、 リスク社会論

(すなわち、高度近代社会論)に 関わる限 りで、その主張の内実 を見てい くことにしよう。 ま

ず最 初に、近代の ダイナ ミズムの一つである、脱埋め込み メカニズムを担 ってい る専門家 シス

テムについて述べ ると、それは 「われわれが今 日暮 らしてい る物質的社会的環境の広大 な領域

を体系 づけてい る、科 学技術 上の成果 や職業上 の専 門家知識 の体系」(Giddens 1990=1993:

42)の こ とである とされ る。 これを敷 術すれば、 どの よ うな人物 が何 時 どの ような場面 で こ

うした専門的知 識の体系 を使用するのか とい ったことに関係 な く、つ ま り文脈 に依存 しない形

でそれを使用可能である とい う意味で、こう した専 門家 システム とい う ものが時間 と空 間の拘

束か らの離床=脱 埋 め込みのメカニズムの一翼 を担 っているとギデンズは考えているのである。

 もちろん、日常行為者は専門的知識の体系を熟知 した上で、確信に基づいてそれを使用でき

るわけで はない。そ うで はな く、「所与の一連 の結果や 出来事 に関 して 人やシステムを頼 りに

す ることがで きるとい う確信」(Giddens 1990=1993:50)、 す なわち 「信頼」 を専門家 システ

ムによって付与 されるだけである。例 えば、われわれの多 くはさまざまな コンピュータ ・ソフ

トを使用するこ とがで きるが、その仕組み(プ ログラム)や ハ ー ド・デ ィスクのメカニズム ま

でを知 っているわけではない。われわれが知 ってい るのは、 コンピュー タ ・ソ フ トが うま く機

能 しな くなった場合 に頼 るべ き情報 や相談すべ き専門家 といった事柄 だけなのであ り、こう し

た情報や専門家 とその知識への信頼 を抱 いているという状況 のみが存在するのであ る。そ して、

日常行為者 ばか りで な く特定分野の専門家 も、すべ ての領域の専 門知識 に通暁す ることがあ り

えない限 りで、 日々の生活の中でこう した専 門家システムへの信頼に頼 らざるを得 ない とい う

こ とがいえる。 このような観点か ら見 るとき、現 代社会 はすべての人が何 らかの領域 における

専 門家 になる ことがで きる一方で、あ らゆる人 々が多 くの領域 においては素 人 としての 日常行

為者 に とどまらざるを得 ない ような、近代以前の伝 統的社会 とは大 きく異なった社会 だと考 え

られるこ とになる。

 こうした専門家システムは、われわれが自らの社会生活を反省 し省察する(再 帰的な)場 面
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に も欠かす ことがで きない5)。 例えば、環境 にや さ しい生活 をお くるため には、熱帯雨林で乱

伐 され る木材についての貿易や流通に関す る経済的知識、家庭か ら出 される ゴミについての化

学 的知識、各種 の工場や車か ら二酸化炭素が排 出 される工学的 メカニズム等 々、多 くの専門家

システムの専 門的知識 を獲 得 しなければな らないか らであ る。 しか し、 まさにそこか ら、「近

代 の社会生活の有す再帰性 は、社会 の実際の営みが、 まさしくその営みに関 して新 たに得た情

報 に よってつねに吟味、改善 され、その結果、その営 み自体の特性 を本質的に変 えてい くとい

う事実 に見いだす こ とが で きる」(Giddens 1990=1993:55)と い う、再 帰的近代 にかかわる

基本命題 を引 き出すこ とがで きるのである。今の例でいえば、環境 問題 に関す る専 門的知識 を

獲得 した人物は、 自らの主義主張に誠実であろ うとする限 りにおいて、何 らかの形で 自らの社

会生活 を変革 して 「環境 にや さしい生活」 をお くるべ く努力す るようになる とい う因果連鎖 と

して、この命題は解釈 され るこ とになる。

 この ような専 門的知識 による社会状況の変革は、ギデンズ によって、制度 的再帰性 と呼ばれ

ている。そ して、 この制度的再帰性 を通 じて近代社会 の不安定性、つ ま り未来 に対す る不確実

性が増大 し、 リス ク社会化 はい っそ う進行す るとされるのであ る。なぜ な らば、それが意図 し

た結果 をもた らす ものであれ、意図せ ざる結果 をもた らす ものであれ、前述の通 り、専門的知

識の社会的文脈への投入は社会的文脈その ものの変革 を生み出さずにはおかないからである6}。

こうしてギデ ンズの高度近代社会論 のイメージ は、専 門家 システムの知識体系 を自らの社会状

況に反省的 に適用する、主体的個人に よる 「行為の再帰 的モニ タリング」 を通 して、制度的再

帰性 という近代の ダイナ ミズムがいっそ う加速 され るこ とによ り、疾駆す る大型 トラック(こ

れ をギデンズはジャガノー トと呼ぶ)の ようにリス ク社会が制御不 能な形 で進行す るとい う像

に結実することになる。

 これまでの説明か らも明 らかな ように、 ギデ ンズの近代化論で は反省す る主体 は行 為者 とし

ての個 々人であ る。 このこ とは一 方で、社 会構造 と主体的行為者(agent)の 関係 を循環的 に

論 じる構造化理論か ら演繹 され る理論 的な要請であ る。 また他方では、ライフ ・ポリテ ィクス

の議論(Giddens 1991:214-217)に 典型 的に見 られ るように、 グローバル化の過程 を通 じて

個人(あ るい はその身体)が 批判的準拠点 と して析出 されてい くとい う、再帰的反省 による個

人化の主張で もあ る。いずれ にせ よ、近代化 とともに増大す る制度的再帰性 を通 じた社会 変革

の主体は、行為者 としての主体的個人であることは明 らかであろう。

3.社 会 システム理論的アプローチ

 個 人主義的 アプ ローチが再帰的省察 や反省的モニ タリングとい う営 みの主体 を個人だ と見な

すのに対 して、社会 システム理論的アプローチでは、 こうした再帰性 に由来す るダイナ ミズム

を個人 と個人 との関係性 、す なわちシステムと して理解す る傾向がある。 そ して、 この方 向で

徹底 した議論 を展開 しているのが次に取 り上げ るルーマ ンの社会 システム理論の試みである。

そ こで、社会 システム理論的 アプローチの一つの例 として、 ルーマ ンに よる リスク社 会論 を取
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り上げて、その内容 を検討 してゆ くことに しよう。

(1)ル ーマ ンによる リス クの社会学

 ルーマ ンの近代社会 につ いての基本理解 は、いわば垂 直の方向に、つ ま り階層的に分化 した

前近代社会の状態か ら、水平 の方向 に、すなわち種 々の機能 ごとに独 自に分化 を果た した複数

の機能システムの併存 と しての近代社会へ と、社会編成の様式が変化 した とい う点にある η。

議論の煩雑化 を避け るために単純 な言い方 をすれば8)、 各機能 システムは相互 に独立な関係 に

あ り、そのシステム独 自の働 きにおいて閉 じた閉域 を形 成す る とい うことになる。例 えば、経

済 システムにはその特殊 な機能(貨 幣を媒介 に した売買機 能)に 基づいた 自律性 があ り、政治

システムや法システムとは異 なった働 きを自己完結的に遂行 しているというわけである。但 し、

この機能 システ ムの 「自己閉鎖性」 とい うルーマ ンの主張は、他 の機能 システム との間に影響

関係 がない とか、 自然環境 か らの 因果関係 をその機能 システムが免 れてい るなどといったこと

を意味するわけで はない。む しろこの主張は、外部 か らの因果関係 や影響関係 を含めて、当該

の機能システムに対す る外部か らの撹乱 に対 して、その機能 システムが 自らの機能 を通 じての

み対処 しうる とい う機能的 な閉鎖性 を示 してい るのである。例 を挙げれば、公害 による自然破

壊や健康被害の発生 、その後 に続 く抗議運動や法的提訴 の動 きを被 るに至 った企業 は、最終 的

には、補償 とい う経 済システムに独 自の機能 によってのみ、それに対応する ことがで きるとい

うことになる。

 こう した認識の一方 で、エ コロジー問題 に代表 され る近代社会 におけ る多 くの リスクは、法

システム、経済 システム、政治 システム、科学 システムとい った諸機能 システムの網 の 目を く

ぐり抜 けた ところで発生するこ とにその特 色がある ともされ る。ルーマ ンの言い方に従 えば、

「最 も重要 な諸機能 システム、特 に科学、経 済、法律 、政治 といった もの は、 自らがエ コロジ

ー問題の取 り扱いに適合するとい うことはない」(Luhmann 1991:107)の である。 もちろん、

機能 システムの相互 関係の レベルでは、科学システムに よるリス クの発 見→政治 システムに よ

る法律制定→法 シ ステムによる法的判断→経済 システムに よる金銭 的補償 という一連の流 れに

従 うことで、問題が処理 され ることも多い。 しか し、 この場合で も、いずれかの機能 システム

がエコロジー問題に特化す る形で問題解決 に貢献で きるわけではまった くない。エ コロジー問

題に代表 され る近代社会 の抱 えるリス クは、い わば複数の機 能システムの間隙に発生す るため

に、諸機能 システムに異なった形で波紋 を巻 き起 こすのである。

 さらに、近代社会 に発生す る リスクは、独特 の時 間性 を有 している とい える。それは避け ら

れたか も知 れない不利益 を被 るこ とによって、事後 的な後悔 を引 き起 こす ような事前 の決定 に

関係す る(Luhmann 1991:19)た め、未 来の時点 になって初 めて確認で きる過去の決定 に対

する否定的評価 とい う特殊 な時間構造 をもつ ことになるか らである。そ して、過去 の決定 に対

する未来の評価 を現在 において考慮す ることで、その時々の決定における リス ク評価 の基準 と

して、(リ ス クを引 き起 こす)蓋 然性 のある/蓋 然性 のない とい う区別 を使用す るこ とがで き
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る ようになるのである(Luhmann 1991:80-81)。 もちろん、こ うした蓋 然性 に基 づ く決定 も

確定的 なものではないため、決定 それ自体が リスクに満 ちていると もい える。結 局の ところ、

すべての リス クの根底 には未来の不確定性があ り、それは法 システム(未 来に生 じうる行為 を

規範 的予期 に基づ いて判定す る)や 経 済 システ ム(未 来 にお ける財 の配分 を貨幣 を通 じて行

う)に は回収で きない時 間編成 をあ らゆる リス クに付与 する一方 で、すべての機能システムに

お いて、何 らかの決定が下 され る限 りにお いて未来 にリス クを引 き起 こす可能性 が生 じうるこ

とをも示唆するのである。

 こう して、あ らゆる社会 システムの間隙 で生 じるエ コロジー問題 を含めて、近代社会 に生 じ

るさまざまなリスクは、特定の機能 システムに専一的に帰属 しえないものであるばか りでなく、

すべての機能 システムにおいて同様 に認められる普遍的 な問題であると主張 されることになる。

そ して、こ うした リス クの もつ特性が社会 システムの再帰性=反 省(Reflexion)の 問題 を呼 び

起こす ことになる とされるのである。確 かにルーマ ンの場合 、ベ ックやギデンズ とは異なって、

反省の主体 は社会 システム とい う個人 とは異なった レベ ルに設定 されてはい るけれ ども、 リス

ク問題 と再帰性=反 省概念 との間に存在す る密接 なつ なが りは、三者 に共通 してい るとい うこ

とまでは確認で きよう。

 では、近代社会 にお けるリスク と社会 システムの再帰性=反 省 とは どの ように結 びつ くのだ

ろうか。ルーマ ンに よれば、一般 的な趨勢 と して、近代化 の進展 とともに諸機能 システムが 目

分 自身 について再 帰的=反 省的に言 及す る(例 えば、法 的判断の正 しさにつ いて法的観点か ら

議論す る、科学 的言説 について科学 的に吟味す る、売買の権利 を売買する等 々)と いう過程が

機能 システムの分化 を一層 うながす ような形 で現出する とされる(菅 野1995)。 その一方で、

社会全体 について再帰 的=反 省的に言及す る、つ ま り近代社会 で生 じた何 らかの出来事 を社会

全体の問題 と して取 り上 げることは、 こうした特定の働 きに特化 した諸機能システムによって

は もはや担 えな くなるともみ なされる。そ して 、まさに この ような理論的前提 か ら、社会全体

についての再帰性=反 省の主体 と して近代社会 において新 たに登場す るのが、抗議運動 とい う

特殊 な社会 システム(!)で あるとされるのである(Luhmann 1991:154)。

 社会 システ ムと しての抗議運動は、社会 的平等である とかエコロジー的均衡 である とかい っ

た理想状態 を設定 した上で、他の機能 システムが取 り上げない ようなテーマ を掲 げるこ とによ

って、そのテーマに共鳴 して集 まった人々が特定 の行動 を行 うような、多 くの場 合において一

時的な社会システムである(Luhmann 1991:135-154)。 つ ま り、一定の批判 は行 うけれ ども、

他の現実 的な選択 肢(Alternativen)を 提 示 して 自らがそ れを実行 す るような ことはせず に、

何 らかの対象(そ れが特定 されない場合 もある)に 抗議す るだけのために、取 り上げるテーマ

毎に離合集散 を繰 り返すような暫定的 な社会システムなのである。

 こう して、以上 の議論か ら、近代社会 とリス クをめ ぐるルーマ ンの考え方 を、以下の ように

ま とめ ることがで きる ようになる。す なわち、抗議運動 という異物 を自らの うちに抱 え込んだ

近代社会 は、特定の機能に特化 しているため に現代の さまざまなリス クに柔軟 に対応で きない
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諸機 能システムに対 して、近代社会全体の反省 を行 う抗議運動 を通 じて、思いがけない形 で リ

ス クを突 きつ け られ るのである、 と。 この とき、ルーマ ンの社会システム理論的 な方向性 と、

ベ ックやギデ ンズなどの個人主義的 アプローチ との大 きな違いは、再帰性=反 省の主体 として

個人ではな く、抗議運動 とい う社会 システムを考 えている点 にある、 というこ とはい うまで も

ない。

(2)個 人主義的アプローチ とシステム理論的アプローチの対立

 これ までの行論か らも明 らかなように、近代社会が さまざまなリス クに満 ちた リス ク社会 で

あ るとい う状況認識 は、三人の論者 に共通の ものである。 また、 リス クに さらされ ることは現

在 に生 きる人間の社会的条件の一部 を形成 してお り、個 人 と社会 システム とい うレベルの違 い

こそあれ、再帰性=反 省 とい う過程 を導入す ることで リスクに対す るダイナ ミックな対応 が社

会的になされるという見解 において も、三者は共通 している。

 唯一の、 しか し最 も大 きな違いは、個人主義的アプローチでは再帰性=反 省の主体 と して個

人を考 えるのに対 して、社会 システム理論的 アプローチにおいて は再帰性=反 省 の主体が社会

システムになっている という点である9}。 そ して、 この違いは理論的前提の差異 であるととも

に、近代化論における個人の扱 い方の差異であ るともいえる。

 まず 、理論的前提 にお ける両者 の差異 は、(近 代)社 会 の構 成要素 を何 と考 えるか とい う違

いに由来す る。す なわち、ベ ックやギデ ンズが個 々の行為者 を理論の 出発点に据 えるのに対 し

て、ルーマ ンは個人 と個人 との間に成立するコ ミュニケ ーシ ョンを社会の構 成要素 と見 なすの

である。そ して、 こう した理論的前提に再帰性=反 省 とい う過程 を加味す ることで、一方で は

社会変革 を担 う個人 とい う批判理論的方向性が 得 られ、他方では コミュニケー シ ョンについて

の コミュニケーシ ョンを扱 うメ タ理論的方向性 が探究 され ることになるわけである。 しか し、

いずれの方向 を とるにせ よ、このような理論 的前提 の是非 を決めることは理論内在的には(そ

れが明 らかな破綻 を来 していない限 り)不 可能 であ り、他の理論 との接続可能性 や社会的現象

に対す る説明能力、すなわち実証性 などの基準か ら判断 され るべ き事柄 となる。

 次に、近代化論の文脈 か ら双方の アプローチ を比較 してみる ことに しよう。その場合、社会

学の伝統 的な近代化論では、近代化 をゲマ インシ ャフ トか らゲゼルシャフ トへの移行 、す なわ

ち 「共同体性の優 位する社会形態か ら個人性 の優位す る社会形態へ」(佐 藤1998:67)の 社会

変動 と して、 とらえて きた ことの認識が重要である。 なぜ ならば、 こうした大 きな思考 の流れ

に照 ら してみる とき、ベ ックやギデ ンズの リス ク社会論 は、近代化論 の一変種 と して理解す る

こ とが可能になるか らであ る。そ してその ことは、いず れの議論において も、再帰的過程 を経

るこ とで個人が社会 か ら析出 され、その重要性 が増 す と論 じられていることか らも明 らかであ

る。 これ に対 して、ルーマ ンの リスク社会論では、近代化 と個人化の過程 は論理的に独立 に論

じられる ような理論構 成になってい る。 しか し、ルーマ ンの議論 も、 「社会 の主要 な制度領域

で同時的に変化が起 きると考 えられている」(佐 藤1998:67)点 では、ベ ックや ギデ ンズ と同
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じく、一方向的 かつ斉一的な近代化 を前提 にす る古典的 な近代化論 の流 れに悼 さ している とい

える。 こうして問題 は再び、ある種の理論的前提 か ら演繹的 に個人化や諸機能 システムの分化

とい う結論 を引 き出すばか りではな く(こ れではいつ まで経 って も対立 した議論 は平行線 をた

どって しま う)、 それが どの程度 、現実社会 に対す る説明能力 を持 って いるの かを検証すべ き

だ とい う話 しになるように思える。つ ま り、いかに してアプリオ リな理論的前提 を、現実 に身

を引 き寄せるなかで解体的に再構築 してい くのかということが問われて くるのである。

4.リ スク帰属の問題 とメタ理論に対する不満

 近代化論の ようなグラン ド ・セオ リーを提 唱す る社会理論 に対 して、その理論的前提 を吟味

して優劣 を判断する試み はあ ま り意味が ないばか りでな く、新 たな グラ ン ド・セ オリーの構築

をもた らすだけで しかないように思える。 しか しなが ら、 リスク社会論 に的を絞 って考えると、

ルーマ ンの提示 した議論の方がベ ックやギデ ンズの議論 よ りも、 さまざまなリス ク現 象 を扱 え

るだけの射程 の広 さを もっているように感 じる。 こうした観点か ら、 もう一度、個人主義 的ア

プローチ と社会 システム理論的アプローチ における リスク社会論 をめ ぐる対立 とい う問題 に焦

点 を当て、問題解決の方途 を探 ることに したい。

 まず第一 に取 り上 げるべ きなのは、近代社 会の リスク把握 において、 リスクの問題は リス ク

帰属の 問題 で もあ る とい う点 である(Luhmann 1991:34-36)。 例 えば、抗議運動 を含 む社会

運動 において、誰が リスクを引 き起 こ したのか とい う問題 は非常 に重要 であ り、その答え如何

で運動の批 判対 象が変 わ りうるほ ど決定的 なものである とい える。 もちろん、 それ と同時に、

誰が リスクをリス クとして認め る権 限を もってい るのか とい う問題 も、非常 に重要 なもの とな

る。 リスクの存 在 を社会全体 に知 らしめるため には、信頼で きる人物に よって リスクの認定が

行 われなければ ならないか らである。 こう した簡単な考察か らも、 リス クの帰属 をめ ぐる次の

二つの レベルを区別す る必要性が生 じることが分かる。

① リスクが帰属 される主体の レベル

  因果関係 をた どる ことで、 リス クを引 き起 こ した何 らかのアクシ ョン(ル ーマ ンの言葉

 でい えば決定)を 明 らかにす ると ともに、 リス クを生み出 した主体 を確 定 して、 こう し

 た リス クを帰属 させ る。 この場合の主体 としては、個人、組織 、社会構 造、機能 システ

 ムなど、さまざまな帰属先が考 えられる。

② リスクを帰属す る主体の レベル

  個人的批 判や社会運動の結果、 リス クがそれ として認め られた ときには、 この リス クを

 帰属 した主体の側 に リス ク認定 とい う行為 の帰属 が行われ るこ とになる。 この場合 の主

 体 も、① と同 じように、個人、組織 、社会構造 、機能 システムな ど、 さまざまな帰属先

 が考え られる101。
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① の レベ ルに関 しては、ベ ックや ギデ ンズ とルーマ ンの議論 に対 立はないように思 える。む

しろ問題 となるのは②の レベルであ り、そ こで はベ ックとギデ ンズが多 くの場合 において再帰

的=反 省的個 人に もっぱら帰属 を行 うのに対 して、ルーマ ンでは抗議運動 とい う社会 システム

に帰属 を行 うとい う対立が見 られ るのであ る。 さ らにい えば、ベ ックやギデ ンズの理論的布置

では社会構造や機能システムなどに② の レベ ルの帰属 を行 うこ とは難 しいのに対 して・ルーマ

ンの場合 には個人 を理論 的に前提 していないため、容易 にこうした帰属 を行 うことがで きる と

同時 に、主体 と しての個人に対す る帰属 も理論 的に可能 なもの となっている。 もちろん、① の

レベ ルで も②の レベ ルで も、 どの ような帰属 が行われるかは実証的な問題 であ り、理論的な問

題で はない とい うこ ともで きる。 しか し、 ここか ら、ギデ ンズやベ ックの個 人主義的 アプロー

チ よりもルーマ ンの社会 システム理論的 アプローチの方が、 さまざまな再 帰的主体 を扱 う現実

的な可能性に対 して開かれているということまではいえそうである。

 しか し、その一方でルーマンの社会システム理論の実証性に開かれた(複 雑性 を備えたとい

ってもよい)メ タ理論的性格11)は 、ベ ックやギデンズの社会理論が現実変革の手段 として一

般の人々に大 きな影響 を与える可能性をもつのに比べて、 日常生活者に対 してほとんど何の社

会的貢献もなしえないように思えるのも事実である。もちろん、科学はこうした立場にとどま

るべ きだという意見もあるだろう。しか し、次のように問うこともまた可能ではなかろうか。

すなわち、ここで取 り上げた三人の社会理論家による議論 を継承するために検討すべ き理論的

課題は、社会理論についての反省に基づ くメタ理論的複雑性 を保持 しながらも、実証性に基づ

いた新たな現実像を提示することによって、現代社会に生きるわれわれに真摯な反省 をうなが

すような社会理論の構築にあるのではないか、と。こうした社会理論の方向性が、世紀末を生

き抜くわれわれには求められているように思われてならない。

【註 】

1)こ こ で は 、 ル ー マ ン に よ る リ ス ク(Risiko)と 危 険(Gefahr)の 区 別 を念 頭 に 置 い て い る 。

 「(未来 に)起 こ り得 る不 利益 を、何 らかの決定 の結 果 と見なす、すなわち決定 に帰属 させ

 る場合 には、それ をリスク、つ ま り決定の リスク と呼 ぶ。それ に対 して、その起 こ り得 る

不利益 を、外 的に引 き起 こ された もの と見 なす 、すなわち環境 に帰 属 させ る場合 には、そ

れ を危険 と呼ぶ。」(Luhmann 1991:30-31)

2)例 えば、「大 きな物語」の終焉以降、機能的 に分化 したシステ ムの多数性 とい うポ ス トモ

 ダンな状況の なか で、「生 きる意味」 とい う大文字の問題 を相 も変 わ らず追 い求め るので は

 な く、 コ ンピュー タ技 術 を も駆使 しなが ら 「その時 々の意 味」 をデザ イ ンする ことに専念

 すべ きだ とい うボルッの主張(Bolz 1997=1998)は 、 フランスの社 会学者 ボー ドリヤール

 の思想 と同様 に、饒舌 な 「知 的漫談」 しか生 み出 さない ように思 え る。 また、 そ うした言

 説 の受容基準 は、結局 の ところ、面 白い/面 白 くない とい う ものに変容 してい くため、社
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 会科学 としての条件を満た さない結果に陥 りが ちになるのではないだろうか。

3)ダ イオキシ ン問題が意図的なデータ改窟や毒性評価の恣意的アセスメ ン トとい う政治的問

 題でもあるという論点 については、松原の論文(松 原1999)を 参照の こと。

4)ギ デ ンズの近代化論 に対 す る批判 、お よびルーマ ンの近代化 論の詳細 につ いては、拙稿

 (1995)も 参照 されたい。

5)ギ デンズは、「科学の普遍的正統性 にたいす る権利主張が、以前 に も増 して異議 をさ し挟

 まれる ようになって きた」(Beck, Giddens&Lash 1994=1997:338)と い う専 門家 システ

 ムに対 す る信頼の ゆ らぎを、一方 で指摘 してい る。 ここにはベ ック流 の科学 の再 帰性 に基

 づ く対抗科 学の可能性 とともに、価値相対 主義や原理主義 に よる科 学 自体 の危機 とい う可

 能性 も含 まれている。

6)主 体的個人 による反省(再 帰性)の 対象 となるの は、マクロな社会構 造的条件 には限 らな

 い。恋愛 関係 や 自分 自身の人生設計 な どに対 する反省 も、複数 の可 能 な行為選択肢 か らの

 選択 を うながす こ とになる。そ してその選択 のあ り方が、 グローバ ル化 という条件 の もと

 でさまざまな社 会的文脈 に影響 を与 える可能性 をもつのであ る。

7)宗 教の もとに政治や経済や法律 を統合す るイス ラム諸 国や、経済の生産部 門を政治化 して

 いる社会 主義国家 は、ルーマ ンの近代化論 に従 えば、近代社会 に逆行 す る社会形態 である

 こ とになる。 ここには後述 の ように一方向的 な近代化 論の考 え方が 表れてお り、機能 的に

 分化 した社会 とその外部の関係 という問題意識 は希薄 なように思 える。

8)ル ーマ ンに独特の ター ミノロジーを用いた説明は、拙稿(1999)に おいて行 った。

9)こ れに加えて、科学(専 門的知識)の 果たす役割 を どの程度 に認識す るか とい う違い もあ

 る。 しか し、ルーマ ンの社会 システム理論が科学 システムの再帰性 を扱 え る限 りで、 この

 違いにはあ まり大 きな意味はな くなるように思 える(Luhmann 1991:226)。

10)こ う した 帰 属 は 、 リス ク の 決 定 者 の 側(Entsheider)と リス クの 影 響 を被 る 側

 (Betroffene)と では異 なっている、 とい うのがルーマ ンの近代 リスク社 会 についての基本

 テーゼである(Luhmann 1991:117)。 つ ま り、決定者の側 はそれ をリス クとして解釈 し、

 影響 を被 る側 はそれを危険 として解釈す る傾向が存在す るのであ る(註 の1)も 参照)。 こ

 の ように、 同一 の事態 に対 して全 く異 なった解釈(帰 属!)が な され るこ とでパ ラ ドック

 スが生 じるため 、このパ ラ ドックスを解消 する必要性か ら抗議運動(危 険 を リス クに変換

 する)が 要請 されるとい う論理的筋道 もまた、ルーマ ンにおいては考え られることになる。

11)ル ーマ ンは自 らの社会 システム理論 を第ニ オー ダーの観 察 と名づけてい る。 これ は観察

 者 の観 察 を意味す る ものであるが、それ と同時 に、 ここには如実 にメ タ理 論的性格が現れ

 ている ともいえる。
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